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主          文 

 １ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

３ この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定め

る。 

第１ 請求 

   特許庁が不服２０１１－７７０６号について平成２４年８月１６日にした審

決を取り消す。 

第２ 前提事実 

 １ 特許庁における手続の経緯 

訴外エヴォリューション ロボティクス インコーポレイテッド（以下「訴

外エヴォリューション」という）は，発明の名称を「反射光源を使用する位置

推定方法および装置」とする発明につき，平成１７年３月２５日に国際特許出

願（優先権主張日：平成１６年（２００４年）３月２９日（米国），特願２０

０７－５０６４１３号。以下「本願」という。）をし，その後，平成１８年１

１月３０日付け，平成２２年１０月１３日付けでそれぞれ手続補正をしたが，

同年１２月１６日，拒絶の査定を受けたので，平成２３年４月１２日，不服の

審判（不服２０１１－７７０６号）を請求し，併せて手続補正をした（以下

「本件補正」という。）。 

   特許庁は，平成２４年８月１６日，本件補正を却下した上で，「本件審判の

請求は成り立たない。」との審決をし，同月２８日，その謄本を訴外エヴォリ

ューションに送達した。 

 訴外エヴォリューションは，その名称をフューチャー ヴィジョン ホール

ディングス インコーポレイテッドに変更した上，本願に係る特許を受ける権

利を原告に譲渡し，原告は，平成２４年１２月１２日，本願に係る特許を受け

る権利を承継した旨を特許庁長官に届け出た。 
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 ２ 特許請求の範囲の記載 

   本件補正前後の特許請求の範囲（請求項の数は１２である。）の請求項１の

記載は次のとおりである（以下，本件補正前の請求項１の発明を「本願発明」

といい，本件補正後の請求項１の発明を「本願補正発明」という。）。 

  (1) 本件補正前の請求項１の記載 

    「物体の位置を推定するための位置推定システムであって， 

    上向きに光を放射してある面に少なくとも２つの光スポットを投射するた

めの１つまたはそれ以上の光源と， 

 前記少なくとも２つの光スポットからの反射光を検出するように前記物体

に取り付けられた検出器と， 

 前記少なくとも２つの光スポットの場所に基づいて前記物体の位置および

姿勢を測定するためのデータ処理装置とを備え， 

 前記少なくとも２つの光スポットのうちのある１つの光スポットは，第１

の変調パターンで変調された光によって投射される一方，前記少なくとも２

つの光スポットのうちの他の１つの光スポットは，前記第１の変調パターン

とは異なる第２の変調パターンで変調された光によって投射され， 

 前記検出器を備えた前記データ処理装置は，少なくとも第１の変調パター

ンおよび第２の変調パターンに基づいて２つの光スポットを識別するように

構成される位置推定システム。」 

  (2) 本件補正後の請求項１の記載 

「物体の位置を推定するための位置推定システムであって， 

    上向きに光を放射してある面に，光反射部材を介することなく少なくとも

２つの光スポットを投射するための１つまたはそれ以上の光源と， 

 前記少なくとも２つの光スポットからの反射光を検出するように前記物体

に取り付けられた検出器と， 

 前記少なくとも２つの光スポットの場所に基づいて前記物体の位置および
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姿勢を測定するためのデータ処理装置とを備え， 

 前記少なくとも２つの光スポットのうちのある１つの光スポットは，第１

の変調パターンで変調された光によって投射される一方，前記少なくとも２

つの光スポットのうちの他の１つの光スポットは，前記第１の変調パターン

とは異なる第２の変調パターンで変調された光によって投射され， 

 前記検出器を備えた前記データ処理装置は，少なくとも第１の変調パター

ンおよび第２の変調パターンに基づいて２つの光スポットを識別するように

構成される位置推定システム。」（下線は補正箇所を示す。） 

 ３ 審決の理由 

(1) 審決の理由は，別紙審決書写しのとおりであり，その要点は次のとおり

である。 

本願補正発明は，特開平５－２５７５２７号公報（甲１。以下「引用例

１」という。）に記載された発明（以下「引用発明」という。）及び特開２

００２－８２７２０号公報（甲２。以下「引用例２」という。）に記載され

た技術事項（以下「引用例２記載の技術事項」という。）に基づいて当業者

が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定

により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。した

がって，本件補正は却下すべきものである。 

本願発明は，引用発明及び引用例２記載の技術事項に基づいて当業者が容

易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定によ

り特許を受けることができない。 

  (2) 審決が認定した引用発明，引用発明と本願補正発明の一致点及び相違点，

引用例２記載の技術事項は，次のとおりである。 

   ア 引用発明の内容 

「無人車２０の現在位置及び方向を検出するためのシステムであって， 

天井に配設され，複数の光Ｅｉを発するための複数の蛍光灯Ｌｉと， 
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前記複数の光Ｅｉを検出するように無人車２０に搭載されたＩＴＶカメ

ラ２１及び受光ユニット２２と， 

前記複数の光Ｅｉの座標ｇｉに基づいて前記無人車２０の位置Ｐ及び方

向（姿勢）δを演算するための演算回路ＣＰＵ３３とを備え， 

前記複数の光Ｅｉは，互いに異なる変調周波数Ｆｉで変調され， 

前記ＩＴＶカメラ２１及び受光ユニット２２を備えた前記演算回路ＣＰ

Ｕ３３は，変調周波数Ｆｉを照明灯データメモリ３４のテーブルと照合し

て完全画像Ｌｉ´に対応する実像が前記複数の光Ｅｉであることを特定す

るように構成された無人車２０の現在位置及び方向を検出するためのシス

テム。（ここで，ｉ＝１～Ｎである。）」 

イ 一致点 

「物体の位置を推定するための位置推定システムであって， 

少なくとも２つの光を形成するための１つ又はそれ以上の光源と， 

少なくとも２つの光を検出するように前記物体に取り付けられた検出器

と， 

前記少なくとも２つの光の場所に基づいて前記物体の位置及び姿勢を測

定するためのデータ処理装置とを備え， 

前記少なくとも２つの光のうちのある１つの光は，第１の変調パターン

で変調される一方，前記少なくとも２つの光のうちの他の１つの光は，前

記第１の変調パターンとは異なる第２の変調パターンで変調され， 

前記検出器を備えた前記データ処理装置は，少なくとも第１の変調パ

ターンおよび第２の変調パターンに基づいて２つの光を識別するように構

成される位置推定システム。」 

   ウ 相違点 

本願補正発明では，「上向きに光を放射してある面に，光反射部材を介

することなく少なくとも２つの光スポットを投射するための１つまたはそ
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れ以上の光源と，前記少なくとも２つの光スポットからの反射光を検出す

る・・・」とあるように，上向きに光を放射する光源により，光反射部材

を介することなく投射することで光スポットがある面に形成され，該形成

されたスポットからの反射光を検出するようにしているのに対し，引用発

明では，「天井に配設され，複数の光Ｅｉを発するための複数の蛍光灯Ｌ

ｉと，前記複数の光Ｅｉを検出する・・・」とあるように，光Ｅｉは，天

井（本願補正発明の「ある面」に相当。）に配設された複数の蛍光灯Ｌｉ

（光源）により形成され，該形成された複数の光Ｅｉを，ＩＴＶカメラ２

１及び受光ユニット２２（検出器）が検出している点。 

要するに，本願補正発明は，光源から上向きに光を投射して，ある面に

形成されたスポット光からの反射光を検出するのに対し，引用発明は，天

井（ある面）に配設された蛍光灯からの直接光である光Ｅｉを検出するも

のである点。 

   エ 引用例２記載の技術事項 

「レーザーポインターを照射して床面上に光の目印（スポット）を形成

し，該光の目印（スポット）を移動体に設けたセンサーユニットにより検

出し，該光の目印（スポット）の相対座標を算定することにより移動体の

位置を推定する技術。」 

第３ 原告主張の取消事由 

   審決には，本願補正発明の認定の誤り（取消事由１），引用発明の認定の誤

り（取消事由２），引用例２記載の技術事項の認定の誤り（取消事由３），本

願補正発明と引用発明の一致点及び相違点の認定の誤り（取消事由４）があり，

その結果，本願補正発明の進歩性判断の誤り（取消事由５）があるから，審決

は違法であり，取り消されるべきである。 

１ 取消事由１（本願補正発明の認定の誤り） 

  本願補正発明の位置推定方法は，ある面に任意に投射された少なくとも２つ
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の光（光スポット）からの反射光を検出し，当該反射光に基づいて光スポット

に対する物体の相対的な位置および姿勢を推定するものであって，環境におけ

る物体の絶対的な位置を推定するものではない。審決は，この点を看過してお

り，本願補正発明の認定を誤っている。 

２ 取消事由２（引用発明の認定の誤り） 

(1) 審決は，引用発明について，「無人車２０の現在位置及び方向を検出す

るためのシステム」と認定している。しかし，引用例１に記載された位置推

定システムは，当該システムが天井に固定的に設けられた蛍光灯の座標をあ

らかじめ保有することを前提に，かかる座標に基づいて無人車の位置を推定

するものであるから，推定される位置は，蛍光灯に対する相対的な位置では

なく，環境内における絶対的な位置である（引用例１の【０００９】，【０

０１２】，【００１７】～【００２２】，【００２９】，図４）。審決の上

記認定は，この点を看過しており，誤りである。 

(2) 審決は，引用発明について，「前記複数の光Ｅｉを検出するように無人

車２０に搭載されたＩＴＶカメラ２１及び受光ユニット２２」を備えると認

定している。しかし，引用例１に記載されたＩＴＶカメラ２１は，光を検出

するものではなく，蛍光灯の完全画像を撮影するものである（引用例１の

【００１２】，【００１７】，【００１８】，図４）。したがって，審決の

上記認定は誤りである。 

(3) 審決は，引用発明について，「前記複数の光Ｅｉの座標ｇｉに基づいて

前記無人車２０の位置Ｐ及び方向（姿勢）δを演算するための演算回路ＣＰ

Ｕ３３」を備えると認定している。しかし，上記(1)のとおり，引用例１に

記載された位置推定システムは，当該システムにあらかじめ与えられた蛍光

灯の座標及び蛍光灯の完全画像に基づくものであり，当該蛍光灯から発せら

れる光の座標に基づくものではない（蛍光灯の座標は蛍光灯から発せられる

光の座標とは無関係である。）。したがって，審決の上記認定は誤りである。 
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３ 取消事由３（引用例２記載の技術事項の認定の誤り） 

  審決は，引用例２には，「光の目印（スポット）の相対座標を算定すること

により移動体の位置を推定する技術」が記載されていると認定している。しか

し，引用例２における移動体の位置の推定は，反射光に基づいて行われるもの

ではなくシステムがあらかじめ目標位置の座標情報を保有することを前提に，

移動体が当該目標位置に到達することにより，当該目標位置の座標として特定

されるものである（引用例２の【００６６】，【００９５】，【００９６】，

【００９９】）。引用例２に記載された移動体は，反射光を検出することによ

り移動体に対する目標位置の相対座標を算定するものではあるが，これは，移

動体から光の目印までの距離，方向を算定するものにすぎず，かかる算定によ

り目標位置に対する移動体の位置を推定することはできない。したがって，審

決の上記認定は誤りである。 

４ 取消事由４（本願補正発明と引用発明の一致点及び相違点の認定の誤り） 

  審決は，本願補正発明と引用発明との以下の相違点２及び３を看過しており，

一致点の認定に誤りがある。 

(1) 相違点２の看過について 

本願の特許請求の範囲の「光スポットの場所に基づいて」は「光スポット

の反射光に基づいて」と解釈されるべきである。したがって，本願補正発明

と引用発明とは，本願補正発明が光スポットの反射光に基づいて物体の位置

を推定するものであるのに対し，引用発明では蛍光灯から発せられる直射光

であり，また，同直射光に基づいて無人車の位置を推定するものではなく，

あらかじめ与えられた蛍光灯の座標及び蛍光灯の完全画像に基づいて無人車

の位置を推定するものである点において相違する（相違点２）。 

審決は，「前記少なくとも２つの光の場所に基づいて前記物体の位置及び

姿勢を測定するためのデータ処理装置とを備え」を一致点として認定してい

るが，この認定は，相違点２を看過してなされたものであり，誤りである。 
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  (2) 相違点３の看過について 

本願補正発明と引用発明とは，本願補正発明が物体の相対的な位置を推定

するものであるのに対し，引用発明はあらかじめ規定された座標軸における

物体の絶対的な位置を推定するものである点において相違する（相違点３）。 

審決は，「物体の位置を推定するための位置推定システム」を一致点とし

ているが，この認定は，相違点３を看過してなされたものであり，誤りであ

る。 

５ 取消事由５（本願補正発明の進歩性判断の誤り） 

 (1) 相違点１について 

  ア 審決は，引用例２には，「レーザーポインターを照射して床面上に光の

目印（スポット）を形成し，該光の目印（スポット）を移動体に設けたセ

ンサーユニットにより検出し，該光の目印（スポット）の相対座標を算定

することにより移動体の位置を推定する技術」が記載されていると認定し，

この認定を前提として，本願補正発明の進歩性判断をしている。しかし，

前記３のとおり，審決の上記認定は誤りである。引用例２記載の技術事項

は，反射光こそ使用しているものの，光スポットとの関係で移動体の座標

位置（ｘ，ｙ）および姿勢を測定するものではない。 

イ 審決は，引用発明は，引用例１に記載された従来技術を踏まえたもので

あるから，引用発明の光源は天井照明灯である必要はないとして，この認

定判断を前提として本願補正発明の進歩性判断をしている。しかし，引用

発明は，システムが高価になるという欠点を克服するために天井照明灯と

いう既存の設備を用いてシステムを安価に構築しているものであるから，

引用発明において天井照明灯は必須の構成であり，これを他のものに代替

したのでは目的を達成しない。 

ウ 審決は，①引用例１と引用例２が共に無人車の位置を検出するという同

一の産業上の利用分野に属するものであること，②引用例１と引用例２が
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共に無人車に設けられたカメラにより光学的に位置を検出する技術に関す

るものであること，③引用例２記載の技術事項は，光照射装置としてレー

ザーポインター以外に蛍光灯を用いてよいものであること，以上の点から，

引用発明の蛍光灯に代えて引用例２の反射光を用いることは容易であると

結論付けている。 

しかし，①については，過度に産業上の利用分野を抽象化しており，②

については，検出方法が同じであれば検出対象は何でもよいということに

ならず，③については，上記アのとおり，前提において誤りがある。 

エ 引用発明の光源（天井照明灯）は既に天井に設けられており，引用発明

において障害物により光の検出が妨げられるという課題は存在しない。し

たがって，天井照明灯に替えて，光源から光を上向きに投射し，投射され

た光スポットの反射光を検出する構成を採用する動機付けは存在しない。 

また，引用発明で反射光を使おうとすれば，反射光の位置を正確に位置

決めしなくてはならず，また，反射光の場所をシステムに入力しなくては

ならない。このような煩瑣なステップを経てまで反射光を使おうとする動

機付けは存在しない。 

オ 引用例２の反射光は，移動体の移動面上に照射するものであり，引用例

１のように，移動体の移動面（床）と反対側にある天井に照射することが

想定されたものではない。移動面上の反射光の検知による位置の検出と，

移動体と反対側にある反射光の検知による位置の検出方法は，次元を異に

するものであり，一例を挙げれば，前者ではチルト角は問題にならないの

に対し，後者ではこれが必須である。したがって，引用例２の反射光を引

用発明に適用して天井に照射し，これを床にある無人車で検知するなどと

いうのは，非常に乱暴な議論であり，引用例１に引用例２を組み合わせて

本願補正発明に至るものではない。 

 (2) 相違点２について 
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引用例２には，反射光に基づいて移動体の位置を推定する技術は開示され

ていない。したがって，引用発明に引用例２記載の技術事項を組み合わせた

としても本願補正発明の構成は想到し得ない。 

 (3) 相違点３について 

引用例２には，移動体に対する目標位置の相対座標を推定する技術が記載

されているのみであり，目標位置に対する移動体の相対座標を推定する技術

は記載されていない。したがって，引用発明に引用例２記載の技術事項を組

み合わせたとしても本願補正発明の構成は想到し得ない。 

第４ 被告の反論 

１ 取消事由１（本願補正発明の認定の誤り）に対し 

  審決は，本願補正発明を特許請求の範囲の請求項１に記載のとおり認定して

おり，その認定に誤りはない。原告の主張は，特許請求の範囲の記載に基づか

ないものである。また，原告の主張は，本願明細書の記載とも整合しない。本

願補正発明の具体的な目的の一つは，室内を自律的に移動して床掃除を行うロ

ボットにおいて，ロボットが自己充電用のドックステーションに移動すること

であるが，ドックステーションに対するロボットの位置を推定するためには，

光スポットと環境（例：ドックステーション）の位置関係を座標情報として保

有していなければならない（甲５の【０００３】～【０００６】，【００１

１】，【００４５】～【００４７】，【００５７】～【００６７】，【００７

９】参照）。 

２ 取消事由２（引用発明の認定の誤り）に対し 

引用例１の演算回路（ＣＰＵ３３）は，ＩＴＶカメラが撮影した蛍光灯像

（明領域）の像中心の画素アドレスに基づいて，無人車から見た像中心のチル

ト角及びパン角を得て，蛍光灯に対する無人車の位置及び方向を特定するとと

もに，受光ユニットによる蛍光灯の特定に基づいて，照明灯データメモリから

像中心の座標を読み出し，無人車の位置及び方向を特定する（甲１の【００１
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７】～【００２２】，図４，図６）。したがって，引用発明は，無人車２０の

現在位置及び方向を検出するためのシステムである（同【０００１】，【００

０５】）。 

また，引用発明のＩＴＶカメラ及び受光ユニットは，複数の光Ｅｉを検出す

るように無人車２０に搭載されたものであり（同【００１６】～【００１

９】），引用発明の演算回路ＣＰＵ３３は，複数の光Ｅｉの座標ｇｉに基づい

て前記無人車２０の位置Ｐ及び方向（姿勢）δを演算するためのものであって

（同【００２０】～【００２２】），審決の認定に誤りはない。 

３ 取消事由３（引用例２記載の技術事項の認定の誤り）に対し 

引用例２には，移動体が，移動体上に搭載したカラーＣＣＤカメラ等の視覚

装置を用いて，レーザーポインターの照射により移動面上に形成された光の目

印（レーザポインターの反射光）を検出し，画像処理によって，光の目印で示

された目標位置と移動体の現在位置との相対位置関係を算出する構成が記載さ

れている（甲２の【００６９】～【００７３】，【請求項２】）。審決の認定

に誤りはない。 

４ 取消事由４（本願補正発明と引用発明の一致点及び相違点の認定の誤り）に

対し 

 (1) 相違点２の看過をいう点について 

   「場所」は「位置」を意味し，また，「反射光」は「物にあたってはねか

えった光」を意味するから，両者の意味は異なる。したがって，「場所」を

「反射光」に置き換えて，本願の特許請求の範囲の「光スポットの場所に基

づいて」を「光スポットの反射光に基づいて」と解釈することは，特許請求

の範囲の記載を離れて本願補正発明の要旨を特許請求の範囲に記載されたも

のとは異なるものに解釈することとなるから，許されない。そもそも，特許

請求の範囲の「光スポットの場所に基づいて」の記載は，その記載が意味す

るとおりのものとして明確に理解でき，これと異なる意味に解釈すべき特段
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の事情は存在しない。 

また，引用発明の演算回路（ＣＰＵ３３）は，複数の蛍光灯からの複数の

光の座標に基づいて前記無人車の位置及び方向を演算する。したがって，

「前記少なくとも２つの光の場所に基づいて前記物体の位置及び姿勢を測定

するためのデータ処理装置とを備え」を一致点とする審決の認定に誤りはな

い。 

(2) 相違点３の看過をいう点について 

  本願補正発明の位置推定システムは，物体の光スポットに対する相対的な

位置および姿勢を推定するためのものとは特定されていない。むしろ，本願

明細書の記載によれば，本願補正発明の位置推定システムは，あらかじめ規

定された座標軸における物体の絶対的な位置（環境に対する物体の位置）を

推定するものである。審決の一致点の認定に誤りはない。 

５ 取消事由５（本願補正発明の進歩性判断の誤り）に対し 

 (1) 相違点１について 

  ア 原告は，引用例２記載の技術事項は，反射光こそ使用しているものの，

光スポットとの関係で移動体の座標位置（ｘ，ｙ）および姿勢を測定する

ものではないと主張する。しかし，前記３のとおり，引用例２には，移動

体の視覚装置がレーザポインターの反射光を検出し，光の目印で示された

目標位置と移動体の現在位置との相対位置関係を算出する構成が記載され

ている。 

イ 原告は，引用発明において天井照明灯は必須の構成であり，これを他の

ものに代替したのでは目的を達成しないと主張する。しかし，天井照明灯

が，人間の観点から見た天井照明灯である必要はなく，無人車のＩＴＶカ

メラが天井を撮像して照明灯（あかり）として像（明領域）を認識でき，

像中心のチルト角及びパン角が得られるものであれば蛍光灯以外のもので

もよいことは，引用例１に記載された先行技術文献（乙１）の無人倉庫の
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例を参照すればもちろんのこと，蛍光灯に求められる機能に関する引用例

１の記載内容それ自体からみても明らかである。 

ウ 原告は，①審決は，過度に産業上の利用分野を抽象化している，②審決

は，引用発明と引用例２記載の技術事項が共に無人車に設けられたカメラ

により光学的に位置を検出する技術に関するものであることを指摘してい

るが，検出方法が同じであれば検出対象は何でもよいということにならな

い，③審決は，引用例２記載の技術事項は，光照射装置としてレーザーポ

インター以外に蛍光灯を用いてよいものであると認定しているが，その前

提において誤りがあると主張する。 

しかし，①については，引用例１と引用例２の記載からみて，審決が認

定した「無人車の位置を検出する」という産業上の利用分野は，妥当なも

のである。②については，引用発明の無人車と引用例２記載の技術事項の

移動体は，ともに，無人車に設けられたカメラにより光学的に位置を検出

するという機能において共通するものであり，しかも，その検出対象が，

無人車に設けられたカメラが光学的に位置を検出可能とされた高輝度かつ

高コントラストの像である点でも共通する。両者は，像を形成する照明が

直接的なものであるか間接的なものであるかの点で相違するにすぎないも

のである。③については，レーザーポインターであっても，蛍光灯であっ

ても，移動体の視覚装置が認識可能な光を放射する能動ビーコンである点

において変わりがない。なお，技術革新により，本願の優先日（平成１６

年）頃までには，移動体の視覚装置が認識可能な光スポットの光源として

は，蛍光灯よりもレーザーポインターの方が，輝度や大きさ等の性能面に

おいて遙かに有利な状況に至っていた。 

エ 原告は，引用発明の天井照明灯に替えて，光源から光を上向きに投射し，

投射された光スポットの反射光を検出する構成を採用する動機付けは存在

しないと主張する。 
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 しかし，引用発明の場合，蛍光灯の像中心の位置を計測する等して予め

調べ，また，蛍光灯のインバータ回路の周波数を個別に調整し，これらの

情報を照明灯データメモリにテーブルとして格納しておかなければならな

い。また，天井照明灯の配置は（追加の天井工事をしない限り）所与のも

のである。これに対して，少なくとも引用例２の優先日時点において，

レーザーポインターによる光スポットをＩＴＶカメラが視認可能であった

ことは明らかであり，しかも，レーザーポインターによる光スポットなら

ば，天井工事はもちろん，天井の蛍光灯のインバータ回路の周波数調整を

個別に行うコストも発生せず，光スポットの配置も自在である。少なくと

も本願の優先日の時点において，無人倉庫のように人間に対する照明を必

要としない場合には，当業者は，引用発明の蛍光灯に替えて，積極的に

レーザーポインターによる光の目印の構成を採用したはずである。 

オ 原告は，移動面上の反射光の検知による位置の検出と，移動体と反対側

にある反射光の検知による位置の検出方法は，次元を異にするものであり，

前者ではチルト角は問題にならないのに対し，後者ではこれが必須である

と主張する。 

しかし，移動面の光スポットの位置を検出する場合であっても，天井面

の光スポットを検出する場合であっても，チルト角を求めて三角測量と同

様の原理に基づいて測定すれば足り，両者の違いは，単に，チルトが，見

下ろす角度であるか，見上げる角度であるかの違いにすぎない。 

 (2) 相違点２及び３に関する原告の主張について 

相違点２及び３は存在しないから，この点に関する原告の主張は，前提に

誤りがあり失当である。 

第５ 当裁判所の判断 

   当裁判所は，原告主張の取消事由はいずれも理由がないものと判断する。そ

の理由は以下のとおりである。なお，取消事由１（本願補正発明の認定の誤
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り），取消事由２（引用発明の認定の誤り）及び取消事由４（本願補正発明と

引用発明の一致点及び相違点の認定の誤り）は，いずれも審決の本願補正発明

と引用発明との相違点の認定に誤りがあり，これが重要な相違点の看過となり，

当該看過した相違点についての審決の判断が存在しないことから，これが審決

の本願補正発明の容易想到性の判断の誤りを惹起するものとなって，初めて審

決の取消事由となるものであるから，取消事由１，２及び４については，独立

の取消事由としてはまとめて１個のものであると解されるので，項をまとめて

判断する。 

１ 取消事由１（本願補正発明の認定の誤り），取消事由２（引用発明の認定の

誤り）及び取消事由４（本願補正発明と引用発明の一致点及び相違点の認定の

誤り）について 

(1) 本願補正発明の認定の誤り（取消事由１）について 

審決は，本願補正発明を本件補正後の特許請求の範囲の請求項１の記載の

とおりに認定しており，本願補正発明の認定に誤りはない。 

原告は，本願補正発明の位置推定方法は，ある面に任意に投射された少な

くとも２つの光（光スポット）からの反射光を検出し，当該反射光に基づい

て光スポットに対する物体の相対的な位置および姿勢を推定するものであっ

て，環境における物体の絶対的な位置を推定するものではないとして，審決

はこの点を看過していると主張する。しかし，原告の上記主張は，特許請求

の範囲の記載に基づかないものである。したがって，原告の上記主張を採用

することはできない。 

(2) 引用発明の認定の誤り（取消事由２）について 

 ア 引用例１の記載について 

引用例１（甲１）には，次の記載がある。 

「【０００１】 

【産業上の利用分野】本発明は，誘導線や磁気テープ等のガイド線を設
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けない無人車システムにおいて用いられるガイドレス式無人車の位置・方

向検出方法に関する。 

【０００２】 

【従来の技術】この種の無人車の現在位置および方向の検出方法として

は，例えば天井に光反射板を張りつけ，無人車に搭載したレーザ発振器か

ら上記光反射板へレーザスポットを投影し，このレーザスポットを地上に

設けたＩＴＶカメラ等の視覚装置で撮影してその画像データから無人車の

現在位置および方向を検出する方法がある。 

【０００３】しかし，この方法では，天井の全面に光反射板を張りつけ

なくてはならない上，ＩＴＶカメラも複数台配置する必要があるので，シ

ステムが高価になる欠点がある。 

【０００４】 

【発明が解決しようとする課題】この欠点を解消するため，例えば，特

開昭６０－８９２１３号公報に記載されているように，天井照明灯を利用

する検出方法が提案されているが，この検出方法は，ＩＴＶカメラ等の視

覚装置で撮影した天井の一部の画像を，予めメモリに格納した天井全体の

画像と比較するパターンマッチング方法であるため，既存の天井照明灯を

利用できる利便さはあるが，ソフトウエア処理が複雑であり，天井照明灯

の配列が規則的である場合や視覚装置の視野に入る天井照明灯の数が少な

い場合には不正確になる恐れがある。 

【０００５】本発明はこの問題を解消するためになされたもので，天井

照明灯を利用してシステムを安価に構築することができ，位置検出のため

の演算は簡単な演算で済み，確実に，かつ高い精度をもって無人車の位置

・方向を検出することができる無人車の位置・方向検出方法を提供するこ

とを目的とする。 

【０００６】 
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【課題を解決するための手段】本発明は上記目的を達成するため，請求

項１では，天井照明灯をガイドレス式無人車の位置検出指標とする無人車

の位置検出方法において，各天井照明灯がそれぞれ個別に識別可能な特徴

を持つ発光を行い，無人車側では，上記天井に向けた受光素子の出力の上

記特徴から当該受光素子が受光している天井照明灯を特定する構成とし

た。」 

「【００１２】 

【作用】本発明では，撮影した天井画像内の天井照明灯像の画像データ

から当該天井照明灯の無人車に対するチルト角とパン角が検出され，受光

素子がこの天井照明灯へ向けられ，その出力を索引にして天井照明灯の特

定と位置の検出が行なわれ，この位置とチルト角に基づき無人車の位置が

演算される。 

【００１３】 

【実施例】以下，本発明の１実施例を図面を参照して説明する。 

【００１４】図１において，１０は工場の建屋，１１は建屋１０の水平

な天井，Ｌ1～ＬN は天井１１の内面に配設された蛍光灯である。２０は建

屋１０内を走行するガイドレス方式の無人車であって，ＩＴＶカメラ２１

および受光ユニット２２を搭載している。 

【００１５】蛍光灯Ｌ1 ～ＬN はインバータ蛍光灯であって，各々が異

なる周波数Ｆ1 ～ＦN で変調された変調光を発生する。図４にその１例を

示す。同図において，１２は電源，１３はタイオード整流器，１４は平滑

コンデンサ，１５は発振回路，１６は蛍光管である。 

【００１６】 

ＩＴＶカメラ２１は天井１１の一部を視野に収めうるように，ある仰角

をもって取付けられており，また，受光ユニット２２は，図２に示すよう

に，受光素子２３，左右および上下回動駆動機構２４および制御装置２５
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を有し，受光素子２３の無人車２０に対するチルト角αおよびパン角β

（図３に示す）を調整可能に設けてある。 

【００１７】図４は，ＩＴＶカメラ２１が撮影した画像であり，ＩＴＶ

カメラ２１からの画像信号は図２に示すように２値化回路３１で２値デー

タ（明〔１〕と暗〔０〕）に変換されたのち，画像メモリ３２に格納され

る。図５の（Ａ）はＩＴＶカメラ２１の視野の縦断面を示し，図３（判決

注・図５の誤記と認められる。）の（Ｂ）はＩＴＶカメラ２１の視野の水

平断面を示す。図２の３３は演算装置ＣＰＵ，３４は照明灯データメモリ

である。この照明灯データメモリ３４は蛍光灯番号Ｌ1 ～ＬN ，周波数Ｆ

1 ～ＦN および蛍光灯の座標ｇ1 ～ｇN のテーブルを格納している。３４

Ａは演算装置ＣＰＵ３３の演算結果を格納するデータメモリである。 

【００１８】（１）演算装置ＣＰＵ３３では，画像メモリ３２に格納さ

れた１フレーム分の画像データの蛍光灯像（明領域）Ｌ1' ～Ｌ4' のうちの

完全画像Ｌ1' とＬ2' の像中心Ｇ1 ，Ｇ2 の座標Ｇ1 （ｉ1 ，ｊ1 ），座標

Ｇ2 （ｉ2 ，ｊ2 ）を演算する。像中心Ｇ1 ，Ｇ2 の画素の位置は像中心Ｇ

1 ，Ｇ2 をずらすことによりずれるので，像中心Ｇ1 ，Ｇ2 の画素の，全

画素中の位置すなわち横方向画素アドレスおよび縦方向画素アドレス）は

無人車２０から見たチルト角α1 ，α2 およびパン角β1 ，β2 に対応す

る。このチルト角α1 ，α2 およびパン角β1 ，β2 はデータメモリ３４

Ａに格納される。 

【００１９】（２）このチルト角α1 とパン角β1 およびチルトα2 と

パン角β2 を受光ユニット２２の制御装置２５へ入力し，先ず，受光素子

２３をその受光面が蛍光灯Ｌ1 に向く姿勢へ制御して，蛍光灯Ｌ1 からの

光を受光させ，受光素子２３の出力を周波数検出回路３５に入力して変調

周波数Ｆ1 を検出する。続いて，受光素子２３の受光面が蛍光灯Ｌ2 に向

く姿勢へ当該受光素子２３を制御し，受光素子２３の出力を周波数検出回
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路３５に入力して変調周波数Ｆ2 を検出する。 

【００２０】（３）演算回路ＣＰＵ３３は，このようにした求めた変調

周波数Ｆ1 とＦ2 を照明灯データメモリ３４の上記テーブルと照合して，

画像Ｌ1' とＬ2' に対応する実像が蛍光灯Ｌ1 とＬ2 であることを特定する。 

【００２１】（４）演算回路ＣＰＵ３３は，蛍光灯Ｌ1 とＬ2 の座標ｇ1 

ｇ2 を照明灯データメモリ３４から読み出し，座標ｇ1 とデータメモリ３

４Ａから読み出したチルト角α1 とから図６に示す円Ｏ1 を演算し，同様

に，照明灯データメモリ３４から読み出した座標ｇ2 とチルト角α2 とか

ら図６に示す円Ｏ2 を演算する。無人車２０はこの２つの円Ｏ1 とＯ2 の

周上の交点ＡまたはＢ上に位置していることになり，パン角β1 とβ2 の

大小関係（Ｇ1 とＧ2 の左右関係）で無人車２０の位置Ｐを特定する。 

【００２２】（５）無人車２０の方向（姿勢）δを検出する場合には，

このようにして特定した無人車２０の位置Ｐと蛍光灯Ｌ1 の位置ｇ1 （も

しくは蛍光灯Ｌ2 の位置ｇ2 ）から図７に示す基準方向Ｘに対する角度γ

を演算し，角度γとパン角β1 （もしくはパン角β2 ）との和から，無人

車２０の方向δを演算する。」 

「【００３０】 

【発明の効果】本発明は以上説明した通り，天井照明灯をガイドレス無

人車の位置（および方向）検出指標とする場合に，各天井照明灯の発光に

それぞれ固有の変調周波数を持たせ，この変調周波数から天井照明灯の位

置を特定する構成としたことにより，天井照明灯を利用してシステムを安

価に構築することができ，位置検出のための演算は簡単な演算で済み，確

実に，高い精度をもって無人車の位置および方向を検出することができ

る。」 

引用例１の上記記載によれば，引用例１には，審決が認定した引用発明

（「無人車２０の現在位置及び方向を検出するためのシステムであって，
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天井に配設され，複数の光Ｅｉを発するための複数の蛍光灯Ｌｉと，前記

複数の光Ｅｉを検出するように無人車２０に搭載されたＩＴＶカメラ２１

及び受光ユニット２２と，前記複数の光Ｅｉの座標ｇｉに基づいて前記無

人車２０の位置Ｐ及び方向（姿勢）δを演算するための演算回路ＣＰＵ３

３とを備え，前記複数の光Ｅｉは，互いに異なる変調周波数Ｆｉで変調さ

れ，前記ＩＴＶカメラ２１及び受光ユニット２２を備えた前記演算回路Ｃ

ＰＵ３３は，変調周波数Ｆｉを照明灯データメモリ３４のテーブルと照合

して完全画像Ｌｉ´に対応する実像が前記複数の光Ｅｉであることを特定

するように構成された無人車２０の現在位置及び方向を検出するためのシ

ステム。（ここで，ｉ＝１～Ｎである。）」）が記載されているものと認

められる。 

  イ 原告の主張について 

(ア) 原告は，引用例１に記載された位置推定システムは，当該システム

が天井に固定的に設けられた蛍光灯の座標をあらかじめ保有することを

前提に，絶対的な位置を推定するものであるから，推定される位置は，

蛍光灯に対する相対的な位置ではなく，環境内における絶対的な位置で

あるとして，審決の「無人車２０の現在位置及び方向を検出するための

システム」との認定はこの点を看過しており誤りであると主張する。 

 しかし，引用例１の上記【００１７】ないし【００２２】の記載と引

用例１の図４及び６を併せると，引用例１に記載された演算回路（ＣＰ

Ｕ３３）は，ＩＴＶカメラが撮影した蛍光灯像（明領域）の像中心の画

素アドレスに基づいて，無人車から見た像中心のチルト角及びパン角を

得て，蛍光灯に対する無人車の位置及び方向を特定するとともに，受光

ユニットによる蛍光灯の特定に基づいて，照明灯データメモリから像中

心の座標を読み出し，無人車の位置及び方向を特定するものであると認

められる。したがって，審決の「無人車２０の現在位置及び方向を検出
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するためのシステム」との認定に誤りはない。 

原告は，引用例１の位置推定システムによって推定される位置は，蛍

光灯に対する相対的な位置ではなく，環境内における絶対的な位置であ

ると主張する。しかし，本願補正発明の進歩性判断における引用発明の

認定は，引用例１の記載に基づいて本願補正発明との対比に必要な限度

で行えば足り，本願補正発明が，請求項１において「物体の位置および

姿勢」について，相対的な位置とも，絶対的な位置とも規定されていな

い以上，あえて，引用例１の位置推定システムによって推定される位置

が環境内における絶対的な位置であることを認定する必要はない。 

(イ) 原告は，引用例１に記載されたＩＴＶカメラ２１は，光を検出する

ものではなく，蛍光灯の完全画像を撮影するものであるから，審決の

「前記複数の光Ｅｉを検出するように無人車２０に搭載されたＩＴＶカ

メラ２１及び受光ユニット２２」との引用発明の認定は誤りであると主

張する。 

しかし，上記(ア)で説示したとおり，引用例１に記載された演算回路

（ＣＰＵ３３）は，ＩＴＶカメラが撮影した蛍光灯像（明領域）の像中

心の画素アドレスに基づいて，無人車から見た像中心のチルト角及びパ

ン角を得て，蛍光灯に対する無人車の位置及び方向を特定するとともに，

受光ユニットによる蛍光灯の特定に基づいて，照明灯データメモリから

像中心の座標を読み出し，無人車の位置及び方向を特定するものである

から，引用例１に記載されたＩＴＶカメラは，蛍光灯からの光を二次元

の像で検出しているといえる。 

なお，本願補正発明は，ＣＣＤ撮像装置により光スポットを（画像

として）撮像してその重心をｗｉとして測定する態様を含むものであ

り（【００３０】，【００４１】，【００４５】，図３），本願補正

発明と引用発明における光の検出は，実施態様において同一である。 
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したがって，原告の上記主張は理由がない。 

(ウ) 原告は，引用例１に記載された位置推定システムは，当該システム

にあらかじめ与えられた蛍光灯の座標及び蛍光灯の完全画像に基づくも

のであり，当該蛍光灯から発せられる光の座標に基づくものではない

（蛍光灯の座標は蛍光灯から発せられる光の座標とは無関係である。）

から，審決の「前記複数の光Ｅｉの座標ｇｉに基づいて前記無人車２０

の位置Ｐ及び方向（姿勢）δを演算するための演算回路ＣＰＵ３３」と

の認定は誤りであると主張する。 

確かに，引用例１に記載された位置推定システムは，蛍光灯から発せ

られる光の座標に基づくものではない。 

しかし，上記(ア)で説示したとおり，引用例１に記載された演算回路

（ＣＰＵ３３）は，ＩＴＶカメラが撮影した蛍光灯像（明領域）の像中

心の画素アドレスに基づいて，無人車から見た像中心のチルト角及びパ

ン角を得て，蛍光灯に対する無人車の位置及び方向を特定するとともに，

受光ユニットによる蛍光灯の特定に基づいて，照明灯データメモリから

像中心の座標を読み出し，無人車の位置及び方向を特定するものである

から，引用例１に記載された位置推定システムは，蛍光灯を無人車の位

置検出指標とするものであり，光を発する各蛍光灯の像中心の座標を用

いているものであり，引用例１に記載された演算回路ＣＰＵ３３は，

「前記複数の光Ｅｉの座標ｇｉに基づいて前記無人車２０の位置Ｐ及び

方向（姿勢）δを演算するための」ものであるといえる。 

したがって，原告の上記主張は理由がない。 

(3) 本願補正発明と引用発明の一致点及び相違点の認定の誤り（取消事由

４）について 

 ア 前記(1)及び(2)のとおり，本願補正発明及び引用発明に係る審決の認定

に誤りはないから，本願補正発明と引用発明の一致点及び相違点に係る審
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決の認定に誤りはない。 

 イ 原告の主張について 

  (ア) 相違点２をいう点について 

 原告は，本願補正発明の請求項１の「光スポットの場所に基づいて」

は「光スポットの反射光に基づいて」と解釈されるべきであり，本願補

正発明と引用発明とは，本願補正発明が光スポットの反射光に基づいて

物体の位置を推定するものであるのに対し，引用発明では蛍光灯から発

せられる直射光であり，また，同直射光に基づいて無人車の位置を推定

するものではなく，あらかじめ与えられた蛍光灯の座標及び蛍光灯の完

全画像に基づいて無人車の位置を推定するものである点において相違す

る（相違点２）と主張する。 

しかし，「場所」は「位置」を意味し，また，「反射光」は「物にあ

たってはねかえった光」を意味するから，「光スポットの場所」と「光

スポットの反射光」とでは意味が異なる。本願補正発明の「光スポット

の場所に基づいて」を「光スポットの反射光に基づいて」と解釈するこ

とは，特許請求の範囲の記載を離れて本願補正発明の要旨を特許請求の

範囲に記載されたものとは異なるものに解釈することになり許されな

い。 

また，引用発明（甲１）の演算回路（ＣＰＵ３３）は，複数の蛍光灯

からの複数の光の座標に基づいて無人車の位置及び方向を演算するもの

であるから，審決が「前記少なくとも２つの光の場所に基づいて前記物

体の位置及び姿勢を測定するためのデータ処理装置とを備え」を一致点

と認定したことに誤りはない。 

したがって，原告の上記主張は理由がない。 

(イ) 相違点３をいう点について 

原告は，本願補正発明と引用発明とは，本願補正発明が物体の相対的
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な位置を推定するものであるのに対し，引用発明はあらかじめ規定され

た座標軸における物体の絶対的な位置を推定するものである点において

相違する（相違点３）と主張する。 

しかし，本件補正後の請求項１は，「前記少なくとも２つの光スポッ

トの場所に基づいて前記物体の位置および姿勢を測定する」と規定して

いるだけであり，本願補正発明の位置推定システムは，物体の光スポッ

トに対する相対的な位置及び姿勢を推定するためのものとは特定されて

いない。かえって，本願明細書（甲５）の実施形態には，本願補正発明

を具現化する位置推定システムとして，あらかじめ規定された座標軸に

おける物体の絶対的な位置（環境に対する物体の位置）を推定すること

が記載されている。 

したがって，原告の上記主張は理由がない。 

(4) 小括 

   よって，審決には本願補正発明と引用発明との相違点の看過はなく，原告

主張の取消事由１，２及び４は理由がない。 

２ 取消事由３（引用例２記載の技術事項の認定の誤り）について 

 (1) 引用例２の記載について 

   引用例２（甲２）には，次の記載がある。 

    「【０００１】 

【発明の属する技術分野】本発明は，移動体の目標位置教示方法，移動制

御方法，光誘導方法および光誘導システムに関し，さらに詳細には，移動ロ

ボットなどの各種の移動体を誘導する際に用いて好適な移動体の目標位置教

示方法，移動制御方法，光誘導方法および光誘導システムに関する。」 

「【０００４】ここで，上記した移動体の座標位置は，一般には，移動体

の走行距離データに基づいて求めることができる。 

【０００５】しかしながら，移動体の走行距離データに基づいて座標位置
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を求めるだけでは，当該移動体の走行車輪の加工精度の限界や，当該移動体

が環境内を移動する際における走行車輪の滑り（空回り）などにより，移動

体の走行距離データに基づいて求められる当該移動体の座標位置と当該移動

体が実際に存在する座標位置との誤差が蓄積されることになるという問題点

があった。 

【０００６】このため，環境内において移動体が存在する位置を正確に特

定するためには，移動体の走行距離データに基づいて得られた座標位置を，

センサーとして機能するソナー，ジャイロスコープあるいはカメラなどを利

用したり，環境内に存在する目標物を利用したりして補正する必要があっ

た。 

【０００７】一方，環境内における移動体の動作制御に関する公知の手法

としては，例えば，環境内における移動体の座標位置と環境内に存在する目

標物の座標位置とをそれぞれ算定し，当該算定により得られたそれぞれの座

標位置を当該環境を示す環境モデル内に表すという共通座標システムによる

ものが知られている。」 

「【００１９】 

【発明が解決しようとする課題】本発明は，上記したような従来の技術に

鑑みてなされたものであり，その目的とするところは，上記したような従来

の技術とは異なる手法により，移動ロボットなどの移動体が移動する際の目

標位置を教示することのできる移動体の目標位置教示方法，移動制御方法，

光誘導方法および光誘導システムを提供しようとするものである。」 

「【００２２】 

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために，本発明のうち

の請求項１に記載の発明は，所定の環境内を移動可能とされた少なくとも１

以上の移動体を有する移動体の目標位置教示方法において，光照射装置によ

り移動面上に光の目印を形成することにより，移動体が移動すべき目標位置
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を指し示すようにしたものである。」 

「【００５４】この図１ならびに図２に示す移動体の光誘導システムは，

この移動体の光誘導システムの全体の動作の制御を行う制御装置１０と，環

境内に存在する移動体としての全方向に移動可能な少なくとも１以上の移動

ロボット１２－１，・・・，１２－ｉ，・・・，１２－ｎ（ただし，「ｉ」

ならびに「ｎ」は正の整数であり，かつ，「１≦ｉ≦ｎ」である。）と，当

該環境内において当該移動ロボット１２－１，・・・，１２－ｉ，・・・，

１２－ｎが移動可能な移動面たる床面１４上にレーザー光を照射して光の目

印を形成するための光照射手段たる光照射装置としてのレーザーポインター

１６とを有して構成されている。 

【００５５】この実施の形態においては，レーザーポインター１６は天井

に固定的に設置されている。」 

「【００５８】ここで，レーザーユニット１６ａは，床面１４上における

所望の領域に所定の色彩のレーザー光のビームを照射して，床面１４上にお

ける所望の領域に所定の色彩の光の目印を形成するものである。そして，こ

うして形成された光の目印は，移動ロボット１２－１，・・・，１２－ｉ，

・・・，１２－ｎが床面１４上を移動する際の目標位置を示すものでる（判

決注・誤記と認められる。）」 

「【００６９】次に，移動ロボット１２－１，・・・，１２－ｉ，・・

・，１２－ｎについて説明すると，これら移動ロボット１２－１，・・・，

１２－ｉ，・・・，１２－ｎはそれぞれ，環境内において移動のタスクを遂

行するものであり，センサーユニット１２ａと，サーボユニット１２ｂと，

通信ユニット１２ｃと，コントロールユニット１２ｄとを有して構成されて

おり，コントロールユニット１２ｄによってセンサーユニット１２ａ，サー

ボユニット１２ｂならびに通信ユニット１２ｃの動作が制御されている。 

【００７０】ここで，センサーユニット１２ａは，床面１４上に形成され
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た所定の色彩の光の目印を検出するものであり，例えば，カラーＣＣＤカメ

ラなどにより構成することができる。そして，センサーユニット１２ａは，

移動ロボット１２－１，・・・，１２－ｉ，・・・，１２－ｎのフレームと

環境内における目標物との間の相対距離を測定して，床面１４上の所定の色

彩の目印の相対座標を算定するとともに，共通座標システムに関する移動ロ

ボット１２－１，・・・，１２－ｉ，・・・，１２－ｎの座標を推定するた

めのための（判決注・誤記と認められる。）視覚データを供給する。 

【００７１】そして，コントロールユニット１２ｄはマイクロコンピュー

ターにより構成されており，センサーユニット１２ａの検出結果に基づい

て，センサーユニット１２ａの検出対象とされた光の目印が存在する位置の

相対座標を特定する処理を行うものである。 

【００７２】即ち，コントロールユニット１２ｄは，センサーユニット１

２ａが収集したデータ（センサーユニット１２ａがカラーＣＣＤカメラもし

くはＰＳＤカメラである場合には，視覚データである。）を処理し，所定の

色彩の光の目印が存在する位置の相対座標を特定する処理を行う。また，コ

ントロールユニット１２ｄは，移動ロボット１２－１，・・・，１２－ｉ，

・・・，１２－ｎの移動に必要な方位，位置および速度の算定によって目標

位置を追跡するための制御コマンドを生成するものである。 

【００７３】一方，サーボユニット１２ｂは，コントロールユニット１２

ｄにより生成される制御コマンドを実行するものであって，コントロールユ

ニット１２ｄにより特定された相対座標に応じて，サーボユニット１２ｂが

配設された移動ロボット１２－１，・・・，１２－ｉ，・・・，１２－ｎを

移動させるものである。」 

「【０１１６】また，上記した実施の形態においては，光照射装置として

レーザーポインター１６を用いたが，これに限られるものではないことは勿

論であり，光照射装置としては，ＬＥＤ，水銀灯あるいは蛍光灯などを用い
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ることができる。 

【０１１７】また，上記した実施の形態においては，光の目印を形成して

移動ロボットに目標位置を教示するレーザーポインター１６を天井に設置す

るようにしたが，これに限られるものではないことは勿論であり，ユーザー

（人間）が把持して自由に照射位置を変更することのできる小型のレーザー

ポインターを用いるようにして，ユーザーが手元で移動ロボットに目標位置

を教示するようにしてもよく，また，移動ロボット自体がレーザーポイン

ターを有するようにして，他の移動ロボットに目標位置を教示するようにし

てもよい。さらには，ロボットマニピュレータにレーザーポインターを搭載

し，ロボットマニピュレータの動作を制御することにより，レーザーポイン

ターの光の光軸を変更するようにしてもよい。」 

引用例２の上記記載によれば，引用例２には，審決が認定した引用例２記

載の技術事項（「レーザーポインターを照射して床面上に光の目印（スポッ

ト）を形成し，該光の目印（スポット）を移動体に設けたセンサーユニット

により検出し，該光の目印（スポット）の相対座標を算定することにより移

動体の位置を推定する技術。」）が記載されているものと認められる。 

 (2) 原告の主張について 

原告は，引用例２に記載された移動体は反射光を検出することにより移動

体に対する目標位置の相対座標を算定するものではあるが，これは，移動体

から光の目印までの距離，方向を算定するものにすぎず，かかる算定により

目標位置に対する移動体の位置を推定することはできないから，審決の「光

の目印（スポット）の相対座標を算定することにより移動体の位置を推定す

る技術」との認定は誤りであると主張する。 

しかし，引用例２の上記【００６９】ないし【００７３】の記載によれば，

引用例２記載の移動体は，移動体上に搭載したカラーＣＣＤカメラ等の視覚

装置を用いて，レーザーポインターの照射により移動面上に形成された光の
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目印（レーザポインターの反射光）を検出し，画像処理によって，光の目印

で示された目標位置と移動体の現在位置との相対位置関係を算出するもので

あると認められる。 

したがって，審決の「光の目印（スポット）の相対座標を算定することに

より移動体の位置を推定する技術」との認定に誤りはない。 

(3) 小括 

よって，原告主張の取消事由３は理由がない。 

３ 取消事由５（本願補正発明の進歩性判断の誤り）について 

 (1) 本願補正発明と引用発明とは，審決が認定した相違点，すなわち，本願

補正発明が，「上向きに光を放射する光源により，光反射部材を介すること

なく投射することで光スポットがある面に形成され，該形成されたスポット

からの反射光を検出するようにしている」のに対し，引用発明は，「光Ｅｉ

は，天井（本願補正発明の「ある面」に相当。）に配設された複数の蛍光灯

Ｌｉ（光源）により形成され，該形成された複数の光Ｅｉを，ＩＴＶカメラ

２１及び受光ユニット２２（検出器）が検出している」点において相違する

（以下，「上向きに光を放射する光源により」を相違点Ａと，「光反射部材

を介することなく投射する」を相違点Ｂと，「光スポットがある面に形成さ

れ」を相違点Ｃと，「該形成されたスポットからの反射光を検出する」を相

違点Ｄという。）。 

上記相違点に係る本願補正発明の構成は，以下のとおり，引用例１に記載

の従来技術及び引用例２記載の技術事項に基づき当業者が容易に想到し得る

ものである。 

  ア 相違点Ａ，Ｃ及びＤについて 

    引用例１には，前記のとおり，従来技術として，無人車の現在位置及び

方向の検出方法として，天井に光反射板を張りつけ，無人車に搭載した

レーザー発振器から，この光反射板へレーザスポット（反射光）を投影し，
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このレーザスポットを地上に設けたＩＴＶカメラ等の視覚装置で撮影して，

その画像データから無人車の現在位置及び方向を検出する方法があること

が記載されている（甲１【０００２】。以下「引用例１に記載の従来技

術」という。）。この引用例１に記載の従来技術は，光源からの光を上向

きに投射し（相違点Ａ），天井（ある面）に光スポットを形成し（相違点

Ｃ），形成された光スポットからの反射光を検出する（相違点Ｄ）もので

あり，相違点Ａ，Ｃ及びＤに係る構成が開示されている。そして，引用例

１に記載の従来技術は，引用例１に記載された引用発明と密接に関連する

従来技術であるから，引用発明において，蛍光灯Ｌｉの直射光に代えて，

光源からの光を上向きに投射して，ある面（例えば天井）に光スポットを

形成し，その反射光を検出するとの構成（相違点Ａ，Ｃ及びＤの構成）を

採用することは，当業者にとって容易なことである。 

イ 相違点Ｂ及びＤについて 

引用発明と引用例２記載の技術事項とは，無人車の位置を検出すると

いう同一の産業上の利用分野に属し，その位置検出手法も，無人車に設

けられたカメラにより光学的に測定する点で共通している。したがって，

引用発明及び引用例１に記載の従来技術の位置検出方法と引用例２に記

載された位置検出方法とは，同一又は関連する技術分野に属するものと

いえるから，引用発明に相違点Ａ，Ｃ及びＤに係る引用例１に記載の従

来技術を適用した構成のものに，引用例２記載の技術事項を用いること

は，当業者であれば容易である。 

そして，引用例２には，移動体の移動面にレーザーポインターにより光

の目印を形成し，そこからレーザーポインタの反射光を検出し，画像処理

により，光の目印で示された目標位置と移動体の現在位置との相対位置を

算出するとの技術事項が開示されていることは前記認定のとおりであり，

引用例２においては，光反射部材を用いていないことも明らかである（甲
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２）。したがって，引用例２には，レーザーポインターにより光スポット

が移動体の移動面に形成され，「光反射部材を介することなく」（相違点

Ｂ），「該形成されたスポットからの反射光を検出する」（相違点Ｄ）と

の構成が開示されているものであり，引用発明に相違点Ａ，Ｃ及びＤに係

る引用例１に記載の従来技術を適用した構成のものに，引用例２に記載さ

れた相違点Ｂ及びＤの構成を用いて，本願補正発明のような構成とするこ

とは，当業者であれば容易に想到し得たことであるといえる。 

(2) 原告の主張について 

ア 原告は，引用例２記載の技術事項は，反射光こそ使用しているものの，

光スポットとの関係で移動体の座標位置（ｘ，ｙ）及び姿勢を測定するも

のではないと主張する。 

しかし，前記２(2)のとおり，引用例２には，移動体の視覚装置がレー

ザポインターの反射光を検出し，光の目印で示された目標位置と移動体の

現在位置との相対位置関係を算出する構成が記載されている。 

したがって，原告の上記主張は理由がない。 

イ 原告は，引用発明は，システムが高価になるという欠点を克服するため

に天井照明灯という既存の設備を用いてシステムを安価に構築しているも

のであるから，引用発明において天井照明灯は必須の構成であり，これを

他のものに代替したのでは目的を達成しないと主張する。 

確かに，引用発明において，天井照明灯を用いる目的は，既存の設備で

ある天井照明灯を用いることによりシステムを安価に構築することである。 

しかし，位置推定システムにおいて，天井照明灯は技術的に必須のもの

ではなく，他の事情を考慮して引用例１に記載の従来技術としても示され

ている反射光を採用することは，当業者であれば容易に想到し得ることで

ある。 

したがって，原告の上記主張は理由がない。 
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ウ 原告は，①審決は，過度に産業上の利用分野を抽象化している，②審決

は，引用例１と引用例２が共に無人車に設けられたカメラにより光学的に

位置を検出する技術に関するものであることを指摘しているが，検出方法

が同じであれば検出対象は何でもよいということにならない，③審決は，

引用例２記載の技術事項は，光照射装置としてレーザーポインター以外に

蛍光灯を用いてよいものであると認定しているが，その前提において誤り

があると主張する。 

しかし，①については，引用例１及び引用例２の記載からみて，審決が

認定した「無人車の位置を検出する」という産業上の利用分野は，適切な

ものといえる。②については，引用発明の無人車と引用例２記載の技術事

項の移動体は，共に，無人車に設けられたカメラにより光学的に位置を検

出するという機能において共通するものであり，しかも，両者は，その検

出対象が，無人車に設けられたカメラが光学的に位置を検出可能とされた

高輝度かつ高コントラストの像である点でも共通する。両者は，像を形成

する照明が直接的なものであるか間接的なものであるかの点で相違するに

すぎず，検出対象を異にするものではない。③については，レーザーポイ

ンターであっても，蛍光灯であっても，移動体の視覚装置が認識可能な光

を放射する能動ビーコンである点において変わりはない。レーザーポイン

ターの方が輝度等の性能面において蛍光灯より有利であるとしても，蛍光

灯での実施は可能である。レーザー光を用いるか，蛍光灯を用いるかは，

当業者が適宜に変更し得る程度の事項にすぎない。 

原告の上記主張はいずれも理由がない。 

エ 原告は，引用発明の天井照明灯に替えて，光源から光を上向きに投射し，

投射された光スポットの反射光を検出する構成を採用する動機付けは存在

しないと主張する。 

 確かに，引用発明は天井照明灯を用いているから，引用発明自体には，
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障害物により光の検出が妨げられるという課題は存在しないといえる。 

しかし，上記(1)アで判示したとおり，引用例１には，従来技術として

天井の反射光を用いることが示されており，天井のレーザスポット（反射

光）を用いるか，天井照明灯（直接光）を用いるかは，置換可能な技術手

段である。また，天井の反射光を用いる場合，障害物により光の検出が妨

げられるということはないから，天井の反射光を用いることと天井照明灯

を用いることは，障害物により光の検出が妨げられるという課題を解決す

る構成として同等の作用効果を奏するものであるといえる。そして，従来

の技術に着目してその適用（転用）を試みることは，当業者が容易に着想

し得ることであるから，引用例１には，障害物により光の検出が妨げられ

るという課題が開示されているといえる。 

したがって，原告の上記主張は理由がない。  

   オ 原告は，移動面上の反射光の検知による位置の検出と，移動体と反対側

にある反射光の検知による位置の検出方法は，例えば，前者ではチルト角

は問題にならないのに対し，後者ではこれが必須であるなど，次元を異に

するものであると主張する。 

しかし，移動面の光スポットの位置を検出する場合であっても，天井面

の光スポットを検出する場合であっても，チルト角を求めて三角測量と同

様の原理に基づいて測定すれば足り，両者の違いは，単に，チルトが，見

下ろす角度であるか，見上げる角度であるかの違いにすぎない。 

したがって，原告の上記主張は理由がない。 

(3) 小括 

よって，原告主張の取消事由５は理由がなく，審決の容易想到性の判断に

誤りはない。なお，審決においては，引用発明と引用例２記載の技術事項か

ら本願補正発明が容易に想到し得たと記載されているものの（審決書１２頁

「ウ」），実質的には，これに引用例１に記載の従来技術も加えて，本願補
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正発明が容易に想到し得たものであると判断しているものであり（審決書１

０～１１頁「イ」），本判決は，審決の容易想到性の判断の論理をより明確

にして説示したにすぎない。 

４ まとめ 

  以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，審決に取り消す

べき違法はない。 

第６ 結論 

   よって，原告の請求は，理由がないからこれを棄却することとし，主文のと

おり判決する。 

     知的財産高等裁判所第３部 
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